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自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

七
〇

（
七
〇
）

自
由

党
静
岡
事
件
判

続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
八
）

決
書

手

塚

豊

　
明
治
十
七
年
、
岳
南
自
由
党
の
鈴
木
音
高
、
湊
省
太
郎
等
が
、
遠
陽
自
由
党

の
中
野
二
郎
三
郎
、
山
田
八
＋
太
郎
等
と
結
び
、
明
治
政
府
打
倒
、
高
官
暗
殺

の
陰
謀
を
企
て
．
そ
の
軍
資
金
集
め
の
強
盗
を
静
岡
周
辺
で
行
い
、
十
九
年
六

月
、
警
視
庁
に
よ
つ
て
関
係
者
が
検
挙
さ
れ
、
翌
二
十
年
七
月
、
東
京
重
罪
裁

判
所
に
お
い
て
主
と
し
て
強
盗
傷
害
の
罪
名
て
処
断
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る

自
山
党
静
岡
事
件
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
従
来
、
「
自
由
党
史
」
「
東
睡
民
権
史
」
「
明
治
叛
臣
伝
」
な
ど
、
自
由
党
関

係
の
諸
文
献
に
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
事
件
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
余
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4

多
く
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
だ
げ
を
対
象
に
し
た
独
立
の
論
著
も
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
は
事
件
の
背
景
を
考
察
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
事
件
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
》

比
較
的
簡
単
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
．
た
だ
数
年
前
、
静
岡
新
聞
界
の
長
老
で

あ
り
、
郷
土
史
家
と
し
て
も
著
名
の
村
本
喜
代
作
氏
が
公
刊
さ
れ
た
「
慶
安
騒

　
　
　
　
（
4
）

動
と
静
岡
喜
件
」
は
．
小
説
風
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
他
の
文
献
に
比
較
す
る

と
、
事
件
の
内
容
を
か
な
り
詳
し
く
紹
介
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
と
く
に
、
同

氏
が
公
訴
状
の
記
事
並
に
公
判
廷
に
お
け
る
各
被
告
の
陳
述
を
か
な
り
引
用
さ

れ
た
こ
と
は
ー
そ
う
し
た
資
料
を
利
用
し
た
研
究
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

他
に
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
ー
将
来
の
研
究
に
貴
重
な
示
唆
を
あ
た
え
た
と

い
つ
て
い
い
．

　
静
岡
事
件
の
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
か
な
ら
ず
し
も
十
分
で
な
か
つ
た
原
因
の

一
つ
は
、
事
件
当
時
に
お
け
る
東
京
各
新
聞
紙
の
報
道
の
状
況
に
あ
つ
た
と
、

私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
事
件
関
係
の
報
道
は
、
他
の
自
由
党
関
係
暴
動

事
件
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
余
り
に
も
低
調
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
に

も
一
言
し
た
ご
と
く
、
静
岡
事
件
の
検
挙
は
明
治
十
九
年
六
月
以
降
で
あ
り
、

予
審
終
結
は
同
年
十
二
月
十
七
日
、
公
訴
状
提
起
は
翌
二
十
年
五
月
十
七
日
、

そ
し
て
七
月
二
日
か
ら
八
日
ま
で
東
京
重
罪
裁
判
所
の
公
判
が
行
わ
れ
、
十
三

日
に
判
決
の
言
渡
し
が
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
同
年
五
月
二
十
日
か

ら
大
阪
重
罪
裁
判
所
に
お
い
て
、
自
由
党
大
阪
事
件
の
公
判
が
開
始
さ
れ
、
九



月
二
十
一
日
ま
で
つ
づ
い
た
（
判
決
言
渡
し
ば
二
十
四
日
）
。
こ
の
方
は
、
国

亨
犯
事
件
と
し
て
天
下
の
注
員
を
あ
ひ
た
ビ
ヅ
グ
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
つ
た
。
全
国

の
新
聞
は
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
、
裁
判
の
進
行
状
況
を
細
大
も
ら
さ
ず
報
道

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
そ
れ
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
静
岡
事
件
裁
判

の
報
迫
は
、
紙
面
の
都
合
か
ら
大
き
な
制
限
を
う
け
た
。
ま
た
、
静
岡
事
件
の

場
合
、
司
法
当
局
の
方
針
で
、
内
乱
、
暗
殺
陰
謀
の
事
実
は
全
く
不
問
に
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
一

し
、
単
な
る
強
盗
事
件
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
報
道
を
一
層
低
調

に
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
七
月
三
日
・
改
進
新
聞
は
、
這
般
の
事
情
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
静
岡
事
件
と
て
一
時
は
国
事
に
も
関
係
し
た
る
犯
罪
の
様
に
噂
し
た
る

　
が
、
検
察
官
の
公
訴
状
に
拠
れ
ば
、
純
粋
の
強
盗
犯
に
し
て
少
し
も
国
事
に

　
は
関
係
な
く
、
且
つ
財
を
得
た
る
こ
と
も
僅
か
に
し
て
、
数
回
の
兇
行
に
て

　
財
を
獲
ざ
り
し
も
あ
り
て
、
獲
る
所
は
漸
く
数
百
円
に
過
ぎ
ず
－
　
夫
阪
国

　
事
犯
公
判
の
傍
聴
筆
記
に
て
紙
面
の
余
白
な
け
れ
ば
、
公
訴
状
は
略
し
て
公

　
判
の
大
概
を
記
す
べ
し
。

　
東
京
に
お
け
る
他
の
新
聞
の
報
道
態
度
も
、
大
体
こ
れ
と
大
同
小
異
で
あ

る
．
改
進
新
聞
と
同
様
に
、
公
訴
状
も
省
略
し
た
も
の
も
あ
る
し
（
例
え
ば

郵
便
報
知
新
聞
）
、
中
に
は
公
訴
状
だ
け
は
そ
の
一
部
あ
る
い
は
全
文
を
掲
載
し

た
も
の
も
あ
る
が
　
（
例
え
ば
明
治
二
十
年
七
月
三
日
、
五
日
・
東
京
日
々
新
聞
、

同
月
三
日
、
四
日
・
読
売
新
聞
、
同
月
三
目
・
朝
野
新
聞
、
同
月
四
日
、
五
日
・
時

事
新
報
等
）
、
公
判
内
容
に
関
す
る
記
事
は
い
ず
れ
も
「
大
概
」
で
あ
り
、
さ

ら
に
判
決
言
渡
の
あ
つ
た
翌
七
月
十
四
日
の
各
紙
は
、
全
被
告
に
対
す
る
罪

名
、
量
刑
の
み
を
報
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
判
決
文
の
全
部
を
掲
載
し
た
新
聞
は
、

　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

私
の
知
る
限
り
で
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
静
岡
で
発
行
さ
れ
て
い
た
静
岡
大
務
新
聞
は
、
公
判
開
始
前
に
「
本
件
に
蟹

て
は
特
に
東
京
通
信
人
を
し
て
電
報
せ
し
め
、
尚
其
公
判
始
末
は
可
成
詳
細
に

掲
載
し
て
予
て
看
客
が
注
目
す
る
希
望
に
満
足
を
与
ふ
べ
し
」
（
明
治
二
十
年
六

月
十
六
日
・
同
新
聞
）
と
予
告
し
た
だ
け
あ
つ
て
、
東
京
の
新
聞
に
比
較
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
、
公
判
に
関
す
る
記
事
は
か
な
り
詳
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
公
訴
状

は
そ
の
全
文
を
の
せ
て
い
る
が
（
同
年
六
月
二
十
九
日
、
七
月
三
日
、
五
日
．
同

新
聞
）
、
判
決
文
は
全
く
掲
載
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
有
力
新
聞
に
お
け
る
報
道
の
低
調
さ
が
、
静
岡
事
件

の
研
究
を
、
資
料
的
に
か
な
り
制
約
し
て
い
る
と
み
て
い
い
。
　
と
く
に
、
「
自

由
党
史
」
「
東
睡
民
権
史
」
そ
の
他
の
文
献
に
、
判
決
文
が
引
用
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
当
時
の
新
聞
に
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
な
か
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
終
戦
後
、
静
岡
事
件
関
係
者
の
一
人
で
あ
る
小
池
勇
の
研
究
を
つ
づ
け
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ら
れ
る
村
上
貢
氏
の
論
考
で
、
「
小
池
勇
関
係
史
料
」
の
中
に
「
東
京
重
罪
裁
判

所
判
決
申
渡
」
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
私
は
、
昨
年
暮
、
岐
阜
県
多
治
見
に
小

池
竜
雄
氏
（
小
池
勇
の
令
息
）
を
訪
ね
、
そ
れ
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
し

か
し
、
同
家
に
伝
わ
る
判
決
書
の
写
本
は
、
裁
判
言
渡
書
の
中
の
被
告
氏
名
、

住
所
、
職
業
、
族
籍
な
ど
を
記
し
た
部
分
の
み
の
断
片
で
あ
つ
て
、
判
決
内
容

の
部
分
は
全
く
散
伏
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
小
池
勇
が
そ
の
部
分
だ
け
を
意
識

的
に
取
り
は
ず
し
、
氏
名
と
住
所
だ
け
の
備
亡
用
に
保
存
し
た
も
の
か
も
知
れ

な
い
。

　
最
近
、
私
は
大
正
十
五
年
の
静
岡
新
報
に
、
竜
西
作
「
明
治
政
史
・
静
岡
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

件
」
と
い
う
読
物
が
連
載
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
過
日
、
静
岡
県
立
中
央
図
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
嶋
　
　
　
（
七
一
）



　
　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

館
（
葵
文
庫
）
に
お
い
て
、
そ
れ
を
閲
覧
す
る
便
を
得
た
。
　
こ
れ
は
同
新
聞
の

大
正
十
五
年
二
月
三
日
か
ら
七
月
一
目
ま
で
百
十
数
回
に
亙
つ
て
連
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
同
新
聞
の
記
者
と
思
わ
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。
小

説
風
の
読
物
で
は
あ
る
が
、
事
件
の
関
係
者
で
あ
る
鈴
木
辰
三
（
東
京
在
住
1

ー
大
正
十
五
年
当
時
、
以
下
同
じ
）
、
沢
田
寧
（
処
罰
を
免
か
れ
た
一
人
、
浜
松

在
住
）
、
あ
る
い
は
事
件
の
主
な
る
関
係
老
と
交
際
の
ふ
か
か
つ
た
川
上
た
い

　
　
　
ヌ

（
芸
妓
名
小
勝
、
七
十
八
歳
で
静
岡
在
住
）
等
の
談
話
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た

も
の
と
て
、
そ
れ
ま
で
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
史
実
を
ふ
く
ん
で
い

る
。
こ
と
に
鈴
木
辰
三
か
ら
提
供
を
う
け
た
と
い
う
予
審
終
結
言
渡
書
（
明
治

十
九
年
十
二
月
十
七
日
・
東
京
軽
罪
裁
判
所
）
と
裁
判
言
渡
書
の
謄
本
の
全
文
が

引
用
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
判
決
原
本
を
ふ
く
む
静
岡
事
件
裁

判
関
係
公
文
書
の
全
部
が
、
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
局
（
現
在
の
東
京
地
方
検

察
庁
）
に
お
い
て
戦
災
の
た
め
失
わ
れ
た
今
日
、
皇
に
貴
重
な
史
料
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
史
料
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
由
民
権
運
動
史
の
研
究
に

お
い
て
み
の
が
さ
れ
て
き
た
の
は
、
「
明
治
政
史
・
静
岡
事
件
」
が
一
地
方
新

聞
の
連
載
読
物
で
あ
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
静
岡
事
件
と
く
に
そ
の
裁
判
を
中
心
と
す
る
く
わ
し
い
考
察
は
、
近
く
本
誌

に
発
表
を
予
定
し
て
い
る
拙
稿
「
自
由
党
静
岡
事
件
裁
判
小
考
」
（
仮
称
）
に
ゆ

ず
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
判
決
書
（
裁
判
言
渡
書
）
の
全
文
を
、
静
岡

新
報
・
大
正
十
五
年
六
月
土
日
、
三
日
、
四
日
、
五
日
所
載
「
明
治
政
史
・
静

岡
事
件
」
か
ら
抜
葦
・
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
蓋
し
、
現
在
に
お
い
て
大
正

時
代
の
地
方
新
聞
の
閲
覧
は
、
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
の
で
、
そ
う
し

た
覆
刻
が
十
分
に
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ニ
　
　
　
ヘ
七
二
）

（
1
）
　
「
自
由
党
史
」
下
巻
（
岩
波
文
庫
版
）
・
一
一
九
頁
以
下
、
関
戸
覚
蔵
「
声

　
睡
民
権
史
」
（
明
治
三
十
六
年
）
・
五
八
四
頁
以
下
、
田
岡
嶺
雲
「
明
治
叛
臣

　
伝
」
（
青
木
文
庫
版
）
・
一
一
八
頁
以
下
等
．

（
2
）
　
佐
野
潔
「
静
岡
事
件
の
回
顧
」
（
昭
和
三
年
）
、
原
口
清
「
静
岡
事
件
の
社

　
会
的
背
景
』
（
「
民
権
運
動
の
展
開
」
・
明
治
史
研
究
叢
書
第
二
期
第
三
巻
・
三

　
〇
頁
以
下
）
等
。

（
3
）
　
入
交
好
脩
教
授
も
「
静
岡
事
件
ー
そ
れ
は
『
明
治
叛
臣
伝
』
や
『
自
由

　
党
史
』
に
、
わ
ず
か
に
書
か
れ
て
い
る
程
度
で
、
今
日
ま
で
少
し
も
分
析
さ
れ

な
い
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
民
権
運
動
の
展
開

　
・
解
題
・
二
〇
頁
）
。

（
4
）
　
山
雨
楼
主
人
著
「
慶
安
騒
動
と
静
岡
事
件
」
（
昭
和
三
十
四
年
）
・
六
一
頁

　
以
下
。
こ
の
文
献
は
、
静
岡
新
聞
総
務
局
長
滝
静
雄
氏
の
御
教
示
に
拠
る
。
こ

　
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
．

（
5
）
　
佐
野
・
前
掲
書
は
、
明
治
二
十
年
七
月
五
日
・
東
京
日
々
新
聞
、
報
知
新

　
聞
の
記
事
か
ら
．
湊
省
太
郎
の
公
判
廷
の
陳
述
を
わ
ず
か
に
数
行
引
用
し
て
い

　
る
（
一
五
頁
）
．
な
お
、
同
書
は
稀
観
本
で
あ
り
、
私
は
村
上
貢
氏
（
土
岐
商

業
高
校
教
諭
）
の
御
好
意
で
そ
の
所
蔵
本
を
借
覧
し
た
．

（
6
）
　
こ
れ
は
、
自
由
党
関
係
暴
動
事
件
に
対
す
る
明
治
政
府
の
一
貫
し
た
政
策

　
で
あ
つ
た
（
詳
し
く
は
拙
稿
「
自
由
党
福
島
事
件
と
高
等
法
院
」
・
本
誌
第
三

　
二
巻
一
一
号
・
三
二
頁
参
照
）
。

（
7
）
　
村
本
氏
が
引
用
さ
れ
た
公
訴
状
お
よ
び
各
被
告
の
公
判
廷
の
陳
述
は
、
明

　記さ

れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
静
岡
大
務
新
聞
の
記
事
に
拠
ら
れ
た
も
の
と
思

　
わ
れ
る
。
な
お
、
同
新
聞
の
静
岡
事
件
に
対
す
る
論
調
を
考
察
し
た
も
の
に
、

　
住
谷
申
一
「
静
岡
事
件
と
大
務
新
聞
」
（
「
人
文
学
」
第
五
〇
号
・
四
四
頁
以
下
、

同
論
文
は
未
完
結
で
あ
る
）
が
あ
る
。



（
8
）
　
村
上
貢
「
小
池
勇
関
係
史
料
ー
自
由
民
権
運
動
を
中
心
と
し
て
ー
」
、

　
「
明
治
史
研
究
叢
書
の
栞
」
第
一
号
・
三
頁
。

（
9
）
　
村
本
氏
が
「
大
正
十
五
年
二
月
以
降
、
数
十
回
に
亘
つ
て
静
岡
新
報
（
政

友
会
機
関
紙
）
が
『
静
岡
事
件
』
と
題
し
、
竜
西
作
と
い
う
雅
号
で
こ
の
事
件
の

　
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
連
載
し
た
」
　
（
山
雨
楼
主
人
・
前
掲
書
・
一
六
七
頁
）
と
述

　
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
私
は
そ
の
記
事
を
知
つ
た
．
村
本
氏
は
こ
の
読
物

　
に
つ
い
て
「
私
が
記
述
し
た
以
外
の
新
材
料
は
な
く
て
、
特
別
に
こ
れ
と
い
う

　
有
力
な
史
料
も
な
い
」
（
前
掲
書
・
エ
ハ
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
本
文
で

　
述
べ
た
ご
と
く
、
そ
れ
を
史
料
的
に
た
か
く
評
価
す
る
。

○

前
註

（
1
）
　
判
決
原
本
が
焼
失
し
た
今
日
で
は
、
新
聞
へ
転
載
の
際
の
誤
記
、
脱
漏

　
は
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
新
聞
の
原
文
は
平
仮
名
て
あ
る
が
、
片
仮
名
に

　
改
め
た
。
判
決
原
本
は
片
仮
名
と
思
わ
れ
る
か
ら
て
あ
る
。

（
2
）
　
誤
記
．
脱
漏
と
判
断
さ
れ
る
個
所
は
、
行
間
に
（
　
）
を
附
し
て
注
記
し

　
た
。

（
3
）
　
被
告
の
生
年
月
の
中
、
「
何
年
何
月
生
」
と
あ
る
の
は
、
何
月
生
れ
の
数

　
え
歳
何
年
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。

裁
判
言
渡
書

静
岡
県
駿
河
国
阿
部
郡
静
岡
通
町
研
屋
町
十
五
番
地

　
　
士
族
　
旦
展
稼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湊
　
省
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
六
年
二
月
生

自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

静
岡
県
駿
河
国
志
太
郡
落
合
村
二
十
二
番
地

　
　
士
族
　
農

右
同
人
養
子

　
清
水
　
綱
義

五
十
八
年
二
月
生

清
水
　
高
忠

冊
五
年
八
月
生

栃
木
県
下
野
国
河
内
郡
宇
都
宮
代
官
町
五
十
一
番
地

　
　
士
族
　
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
本
鏡
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
六
年
九
月
生

静
岡
県
駿
河
国
有
度
郡
静
岡
両
替
町
二
丁
目
一
番
地

　
　
平
民
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
辰
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
一
年
六
月
生

静
岡
県
遠
江
国
敷
地
郡
浜
松
板
屋
町

　
　
平
民
　
無
職

　
　
　
　
（
「
国
」
脱
か
）

静
岡
県
遠
江
豊
田
郡
中
泉
村
百
三
十
五
番
地

　
　
士
族
　
代
言
人

静
岡
県
駿
河
国
益
津
郡
田
中
町
二
番
町
十
五
番
地

　
　
士
族
　
写
字
職

静
岡
県
駿
河
国
有
度
郡
静
岡
新
谷
町
十
二
番
地

　
　
土
族
　
無
職

七
三

中
野
二
郎
三
郎

升
五
年
六
月
生

鈴
木
　
音
高

廿
六
年
七
月
生

藪
　
　
重
雄

廿
七
年
九
月
生

木
原
　
成
烈

（
七
三
）



　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
升
二
年
七
月
生

静
岡
県
遠
江
国
敷
地
郡
浜
松
板
屋
町
七
番
地

　
　
平
民
左
官
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
山
徳
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
四
年
十
二
月
生

静
岡
県
遠
江
国
引
佐
郡
三
和
村
百
九
十
六
番
地

　
　
平
民
　
提
灯
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
立
邦
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
年
十
二
月
生

静
岡
県
遠
江
国
引
佐
郡
三
和
村
百
九
十
六
番
地

　
　
平
民
　
材
木
及
ビ
茶
商
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
倉
　
良
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
八
年
一
月
生

岐
阜
県
美
濃
国
可
児
郡
池
田
町
屋

　
　
平
民
　
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
池
　
　
勇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冊
二
年
十
ヶ
月

神
奈
川
県
武
蔵
国
南
多
摩
郡
上
長
房
村
五
十
一
番
地

　
　
平
民
　
菓
子
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
村
　
弥
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
二
年
十
二
月
生

愛
知
県
三
河
国
碧
海
郡
上
重
原
村

　
　
士
族
　
鉱
山
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
上
佐
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
九
年
八
月
生

石
川
県
金
沢
区
桶
町
升
四
番
地

　
　
平
民
　
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
六
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
八
年
五
月
生

東
京
府
下
谷
区
下
谷
数
寄
屋
町
十
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
七
四
）

　
　
平
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
井
　
満
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
三
年
四
ケ
月

静
岡
県
駿
河
国
阿
部
郡
静
岡
屋
形
町
升
二
番
地

　
　
平
民
　
刀
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潮
湖
　
伊
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
四
年
十
一
月
生

静
岡
県
遠
江
国
敷
地
郡
浜
松
伝
馬
町
八
十
番
地
寄
留

　
　
士
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
八
十
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
六
年
十
一
月
生

北
海
道
渡
島
国
松
前
郡
福
山
博
石
町
七
番
地

　
　
平
民
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
沢
幸
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊
年
六
月
生

静
岡
県
遠
江
国
長
上
郡
都
盛
村
百
九
十
六
番
地

　
　
士
族
　
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
原
　
春
夢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
八
年
九
ヶ
月

山
梨
県
甲
斐
国
甲
府
春
日
野
町
十
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
（
「
販
か
」
）

　
　
平
民
　
酒
醤
油
清
売
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
畑
常
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
二
年
生
月
不
明

静
岡
県
駿
河
国
阿
部
郡
静
岡
馬
場
町
百
廿
五
番
地

　
　
士
族
　
無
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
野
　
真
焦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
年
一
月
生

静
岡
県
駿
河
国
有
渡
郡
静
岡
両
替
町
四
丁
目
廿
番
地

　
　
平
民
　
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
　
喜
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
升
八
年
八
月
生



　
静
岡
県
駿
河
国
阿
部
郡
三
木
村
舟
三
番
地
戸
田
致
教
方
同
居

　
　
　
平
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
田
　
半
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
八
年
一
月
生

　
静
岡
県
駿
河
国
有
渡
郡
古
庄
村
六
十
二
番
地

　
　
　
平
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
島
格
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
什
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
強
盗
」
の
誤
り
か
）

右
被
告
人
共
二
対
ス
ル
強
盗
人
ヲ
傷
シ
及
ビ
持
兇
器
盗
強
並
二
強
盗
ノ
情
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
ま
ま
）

知
リ
テ
羅
具
ヲ
給
与
シ
又
ハ
誘
導
指
示
シ
又
ハ
駐
物
ヲ
寄
蔵
シ
タ
ル
等
ノ
被

告
事
件
検
察
官
ノ
公
訴
ヲ
受
ケ
検
察
官
ノ
意
見
被
告
人
ノ
陳
述
弁
護
人
ノ
弁

護
証
拠
書
類
ノ
朗
読
ヲ
聴
キ
証
拠
物
件
ヲ
検
シ
審
理
ヲ
遂
グ
ル
処

第
一
　
湊
省
太
郎
清
水
綱
義
清
水
高
忠
ハ
相
謀
リ
各
抜
刀
ヲ
携
へ
財
物
ヲ
強

取
ス
ル
ノ
目
的
ニ
テ
明
治
十
七
年
九
月
一
日
午
後
十
一
時
頃
静
岡
県
志
太
郡

相
賀
村
山
田
源
五
郎
方
二
押
入
リ
タ
ル
処
源
五
郎
ハ
之
ヲ
覚
知
シ
防
禦
ノ
際

被
告
三
人
ノ
中
ニ
テ
源
五
郎
ノ
胸
部
二
長
径
三
分
三
厘
余
横
径
一
分
弱
ノ
軽

微
ノ
傷
ヲ
成
シ
遂
二
財
物
ヲ
得
ズ
シ
テ
逃
走
シ
タ
リ

第
二
　
清
水
綱
義
清
水
高
忠
ハ
相
謀
リ
各
抜
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
一
月
廿

五
臼
午
後
十
二
時
頃
静
岡
県
志
太
郡
前
島
村
黒
石
老
竜
方
へ
押
入
リ
有
合
ノ

金
ヲ
借
受
度
シ
万
二
尚
声
ヲ
発
ス
レ
バ
一
刀
ノ
下
二
落
命
セ
シ
ム
ル
杯
ト
脅

シ
金
十
円
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
三
　
鈴
木
辰
三
湊
省
太
郎
浅
井
満
治
木
原
成
烈
ハ
相
謀
リ
刀
脇
差
ヲ
携
へ

明
治
十
七
年
二
月
廿
四
日
午
前
二
時
過
ギ
静
岡
県
静
岡
二
番
町
大
塚
大
次
郎

方
二
押
入
リ
大
次
郎
並
二
其
父
正
房
ヲ
縛
シ
金
円
差
出
ス
ベ
ク
ト
迫
リ
金
五

円
余
並
二
郵
便
為
替
切
手
一
枚
ヲ
強
取
シ
タ
リ

　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

第
四
　
宮
本
鏡
太
郎
湊
省
太
郎
鈴
木
音
高
清
水
綱
義
鈴
木
辰
三
藪
重
雄
小
池

勇
村
上
佐
一
郎
ハ
相
謀
リ
刀
或
ハ
仕
込
杖
槍
ノ
身
等
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
七

月
十
三
日
午
後
十
二
時
頃
静
岡
県
志
太
郡
瀬
戸
新
屋
村
石
川
い
と
方
二
押
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
銀
」
脱
か
）

リ
家
人
｝
同
ヲ
縛
シ
置
キ
銀
貨
古
金
取
交
ゼ
凡
ソ
百
十
六
円
余
紙
幣
凡
ソ
九

十
二
円
余
並
二
懐
中
時
計
一
個
ヲ
強
取
シ
尚
証
書
類
数
通
ヲ
焼
殼
シ
タ
リ

第
五
　
湊
省
太
郎
宮
本
鏡
太
郎
鈴
木
辰
三
ハ
相
謀
リ
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年

十
月
十
一
日
午
後
七
時
過
ギ
静
岡
県
静
岡
四
番
町
吉
田
清
慎
方
二
押
入
リ
家

人
ヲ
縛
シ
抜
刀
ヲ
示
シ
金
四
円
脇
差
二
本
衣
類
等
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
六
　
鈴
木
音
高
鈴
木
辰
三
高
橋
六
十
郎
ハ
相
謀
リ
刀
或
ハ
仕
込
杖
ヲ
携
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
県
」
脱
か
）

明
治
十
七
年
十
二
月
五
日
午
後
八
時
頃
静
岡
有
渡
郡
丸
子
宿
水
谷
九
郎
兵
衛

方
二
押
入
リ
有
金
悉
皆
差
出
ス
可
ク
遅
刻
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
切
リ
捨
ル
ト
脅
シ

金
二
百
余
円
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
七
　
中
野
二
郎
三
郎
小
山
徳
五
郎
名
倉
良
八
足
立
邦
太
郎
川
村
弥
市
山
田

八
十
太
郎
ハ
相
謀
リ
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
十
二
月
十
日
午
後
八
時
半
頃
八

十
太
郎
ハ
兼
テ
撃
剣
ノ
術
二
精
シ
キ
ヲ
以
テ
万
一
事
実
覚
遂
ノ
際
其
捕
ヲ
拒

ク
ガ
為
メ
之
ヲ
近
傍
二
控
ヘ
サ
セ
静
岡
県
敷
知
郡
船
越
一
色
村
古
橋
次
郎
三

方
へ
押
入
リ
次
郎
三
父
一
江
ノ
腕
ヲ
執
へ
金
円
差
出
ス
可
シ
ト
迫
リ
金
三
円

余
衣
類
等
ヲ
強
取
シ
八
十
太
郎
ハ
帰
途
其
貯
品
ヲ
携
へ
帰
リ
タ
リ

第
八
　
小
山
徳
五
郎
宮
本
鏡
太
郎
中
野
二
郎
三
郎
鈴
木
辰
三
潮
湖
伊
助
名
倉

良
八
川
村
弥
市
ハ
相
謀
リ
刀
或
ハ
短
銃
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
十
二
月
廿
六
日

午
後
八
時
頃
静
岡
県
引
佐
郡
三
和
村
鈴
木
八
平
方
二
押
シ
入
リ
八
平
其
他
来

客
ノ
加
藤
太
治
平
ヲ
縛
シ
八
平
並
二
太
治
平
ヨ
リ
金
五
十
円
ヲ
強
取
シ
タ
リ

右
八
平
方
ニ
テ
金
円
強
取
ノ
後
金
指
銀
行
へ
押
入
ラ
ン
ト
謀
リ
居
リ
タ
ル
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
七
五
）



　
　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

門
前
二
多
人
数
相
聚
リ
火
事
々
々
ト
声
ヲ
揚
ケ
タ
ル
ニ
付
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得

ザ
ル
ヲ
知
リ
逃
走
去
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
村
民
群
集
ス
ル
ヲ
以
テ
銃
砲
一
発
以
テ

　
　
　
　
　
　
（
「
二
」
か
）

村
民
ヲ
威
シ
タ
ル
ハ
村
民
四
散
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
直
二
走
テ
逃
伸
ビ
タ
ル
ニ
八

平
宅
ヲ
距
ル
三
丁
許
リ
ノ
処
ニ
テ
家
田
仙
蔵
其
外
ノ
者
ガ
来
リ
捕
ン
ト
ス
ル

ニ
会
シ
其
場
ヲ
逃
レ
其
罪
ヲ
免
ガ
レ
ン
為
メ
宮
本
鏡
太
郎
並
二
鈴
木
辰
三
ハ

内
山
郁
三
郎
松
下
弥
平
治
森
下
儀
三
郎
鈴
木
房
吉
堀
内
弥
太
郎
二
傷
ケ
各
廿

日
以
下
ノ
疾
病
休
業
二
至
ラ
シ
メ
タ
リ

第
九
清
水
綱
義
清
水
高
忠
ハ
相
謀
リ
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
八
年
九
月
廿
二
日

午
前
一
時
頃
静
岡
県
志
太
郡
谷
稲
葉
村
稲
葉
俊
全
方
へ
押
入
リ
抜
刀
ヲ
示
シ

金
円
差
出
ス
可
シ
ト
迫
リ
金
六
円
外
一
品
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
十
　
清
水
綱
義
清
水
高
忠
ハ
相
謀
リ
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
八
年
十
二
月
十
三

日
午
後
九
時
頃
静
岡
県
志
太
郡
藤
枝
宿
狩
葉
実
雄
方
二
押
入
リ
金
円
借
リ
入

レ
度
シ
ト
申
迫
リ
金
二
円
一
分
銀
一
個
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
十
一
　
清
水
綱
義
清
水
高
忠
ハ
相
謀
リ
各
抜
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
九
年
一
月

　
　
　
（
周
時
」
脱
か
）

一
日
午
後
七
三
十
分
頃
静
岡
県
志
太
郡
道
悦
島
村
太
田
は
ま
方
二
押
入
リ
金

円
差
出
ス
可
シ
ト
申
迫
リ
金
三
十
銭
衣
類
等
ヲ
強
取
シ
タ
リ

第
十
二
　
鈴
木
辰
三
宮
本
鏡
太
郎
ハ
相
謀
リ
財
物
強
取
ノ
目
的
ニ
テ
刀
ヲ
携

へ
明
治
十
七
年
五
月
十
八
日
午
後
八
時
過
ギ
静
岡
県
静
岡
安
西
三
丁
目
伊
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

朝
次
郎
二
押
入
リ
抜
刀
ヲ
示
シ
朝
太
郎
ノ
祖
母
ヲ
執
ラ
ヘ
タ
ル
折
柄
家
人
ハ

驚
キ
声
立
タ
ル
ヨ
リ
遂
二
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得
ザ
リ
キ

第
十
三
　
清
水
綱
義
清
水
高
忠
湊
省
太
郎
小
池
勇
藪
重
雄
ハ
相
謀
リ
財
物
強

取
ノ
目
的
ニ
テ
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
七
月
十
五
日
午
前
三
時
頃
静
岡
県
志

太
郡
上
青
島
村
岩
本
太
郎
兵
衛
方
へ
押
入
リ
雨
戸
押
シ
明
ヶ
静
ニ
シ
ロ
ト
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
七
六
）

フ
声
ト
共
二
刀
ヲ
抜
キ
タ
ル
ニ
太
郎
兵
衛
驚
キ
火
事
く
ト
呼
立
タ
ル
ヨ
リ

遂
二
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得
ザ
リ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
郎
」
脱
）

第
十
四
　
鈴
木
辰
三
平
沢
幸
次
木
原
成
烈
ハ
相
謀
リ
財
物
強
取
ノ
目
的
ニ
テ

刀
又
ハ
小
刀
ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
十
一
月
廿
一
日
午
後
一
時
静
岡
県
静
岡
館

町
小
沢
誠
一
方
二
押
入
リ
座
敷
二
上
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
際
誠
一
ノ
出
デ
来
ル
ヲ

見
テ
切
捨
ル
ト
申
脅
シ
タ
ル
ニ
誠
一
ハ
逃
レ
テ
裏
ロ
ニ
出
デ
火
事
々
々
ト
呼

立
タ
ル
ヨ
リ
遂
二
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得
ザ
リ
キ

第
十
五
　
宮
本
鏡
太
郎
湊
省
太
郎
名
倉
良
八
足
立
邦
太
郎
小
山
徳
五
郎
上
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま

春
夢
ハ
相
謀
リ
財
物
強
取
ノ
目
的
ニ
テ
春
夢
ヲ
除
キ
他
ハ
刀
又
ハ
鉄
砲
ノ
折

ま
）レ

ヲ
携
へ
明
治
十
七
年
十
一
月
廿
五
日
午
後
八
時
頃
静
岡
県
敷
知
郡
瓜
内
村

斎
藤
勘
次
郎
方
二
到
リ
雨
戸
敷
居
ヲ
コ
ジ
明
ケ
前
記
数
名
ノ
内
二
名
押
入
リ

シ
ニ
村
民
集
リ
来
リ
タ
ル
ヨ
リ
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得
ザ
リ
キ

第
十
六
　
鈴
木
辰
三
宮
本
鏡
太
郎
ハ
相
謀
リ
財
物
強
取
ノ
目
的
ニ
テ
抜
刀
ヲ

携
へ
明
治
十
七
年
十
二
月
十
日
午
後
十
一
時
三
十
分
頃
静
岡
県
志
太
郡
中
新

田
村
大
畑
甚
一
郎
方
へ
押
入
リ
甚
一
郎
ガ
戸
外
二
出
タ
ル
ヲ
取
ラ
ヘ
手
縄
ニ

テ
縛
シ
家
内
見
廻
ル
ノ
際
甚
一
郎
ガ
逃
レ
出
テ
大
声
ニ
テ
呼
立
タ
ル
ヨ
リ
遂

二
其
目
的
ヲ
遂
ゲ
得
ザ
リ
キ

第
十
七
　
大
畑
常
兵
衛
ハ
明
治
十
七
年
十
二
月
十
日
午
後
十
一
時
三
十
分
頃

鈴
木
辰
三
宮
本
鏡
太
郎
ガ
大
畑
甚
一
郎
方
ニ
テ
第
十
六
項
ノ
罪
ヲ
犯
ス
ノ
際

其
情
ヲ
知
リ
誘
ヒ
行
キ
甚
一
郎
方
ヲ
指
示
シ
為
二
二
十
銭
ヲ
貰
ヒ
受
ケ
其
所

為
ヲ
轄
助
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
略
（
ま
ま
）

第
十
八
　
真
野
真
焦
ハ
鈴
木
辰
三
ガ
強
盗
ヲ
為
ス
ノ
情
ヲ
知
テ
明
治
十
七
年

十
二
月
中
短
銃
及
弾
薬
ヲ
貸
与
ヘ
タ
リ
而
テ
鈴
木
辰
三
ハ
前
第
八
項
鈴
木
八



平
方
二
押
入
ル
ノ
際
右
短
銃
ヲ
使
用
シ
タ
リ
但
シ
ニ
人
以
上
ノ
共
犯
者
ア
ル

コ
ト
ハ
知
ラ
ザ
リ
シ

第
十
九
　
小
林
喜
作
ハ
前
第
五
項
明
治
十
七
年
十
月
十
一
日
宮
本
鏡
太
郎
等

が
吉
田
清
慎
方
二
於
テ
強
取
シ
タ
ル
ノ
情
ヲ
知
リ
テ
窃
カ
ニ
脇
差
二
本
ヲ
預

リ
タ
リ

第
廿
　
室
田
半
ニ
ハ
前
第
四
項
鈴
木
辰
三
ガ
石
川
い
と
方
ニ
テ
強
取
シ
タ
ル

ノ
情
ヲ
知
リ
テ
銀
貨
若
干
ヲ
預
リ
タ
リ

第
廿
一
　
室
田
半
ニ
ハ
鈴
木
辰
三
ガ
前
第
四
項
石
川
い
と
方
ニ
テ
強
取
シ
タ

ル
懐
中
時
計
ノ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
鈴
木
辰
三
ガ
捕
縛
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
時

罪
証
潭
滅
ス
ル
為
メ
之
ヲ
滅
却
シ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

第
廿
二
　
小
林
喜
作
ガ
脇
差
二
本
ヲ
鈴
木
辰
三
ノ
強
盗
ヲ
為
ス
情
ヲ
知
テ
貸

与
ヘ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
室
田
半
ニ
ガ
宮
本
鏡
太
郎
等
ノ
吉
田
清
慎
方
へ
押
入
リ

強
盗
ヲ
為
ス
ノ
際
道
案
内
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
前
島
格
太
郎
ガ
鈴
木
辰
三

ノ
強
盗
ノ
情
ヲ
知
リ
水
谷
九
郎
兵
衛
方
二
公
租
金
多
分
二
集
リ
居
ル
コ
ト
ヲ

告
知
シ
タ
ト
ノ
コ
ト
及
ビ
格
太
郎
ガ
白
鞘
ノ
刀
一
ロ
ヲ
鈴
木
辰
三
二
貸
与
へ

強
盗
ノ
常
助
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
共
二
犯
罪
ヲ
証
ス
ル
ノ
証
愚
充
分
ナ
ラ

ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

右
第
一
ヨ
リ
第
廿
一
二
至
ル
事
ハ
朗
読
シ
タ
ル
各
被
害
者
ノ
盗
難
届
及
ビ
調

書
並
二
検
証
調
書
医
師
診
断
書
湊
省
太
郎
鈴
木
辰
三
宮
本
鏡
太
郎
上
原
春
夢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
庁
」
脱
か
）

小
山
徳
五
郎
大
畑
常
兵
衛
室
田
半
二
等
ノ
警
視
又
ハ
予
審
廷
ノ
調
書
各
被
告

人
ガ
公
廷
二
於
テ
ノ
陳
述
犯
罪
ノ
用
二
供
シ
タ
刀
脇
差
短
銃
針
金
麻
縄
犯
罪

二
依
テ
得
タ
ル
粧
品
等
ノ
現
在
二
因
テ
其
証
愚
充
分
ナ
リ
ト
ス

之
ヲ
法
律
二
照
ス
ニ
右
二
列
記
シ
タ
ル
第
一
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八

　
　
自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

条
第
三
百
八
十
条
第
二
乃
至
第
七
第
八
ノ
其
一
及
ビ
第
九
乃
至
第
十
一
ノ
所

為
ハ
共
二
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
十
ニ
ヨ
リ
第
十
六
二

至
ル
ノ
行
為
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
百
十
二
条
第
百

十
三
条
第
八
ノ
其
ノ
ニ
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
三
百
三
条
第
三
百
二
条
第
三
百
一

条
第
二
項
第
十
七
ノ
行
為
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
百

十
二
条
第
百
十
三
条
第
百
九
条
第
十
八
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第

　
　
　
　
　
　
（
「
項
」
脱
）

三
百
七
十
九
条
第
二
第
百
九
条
第
十
九
第
廿
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
三
百
九
十
九

条
第
四
百
条
第
廿
一
ノ
所
為
ハ
第
百
五
十
二
条
ヲ
適
用
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

而
シ
テ
山
田
八
十
太
郎
潮
湖
伊
助
村
上
佐
一
郎
高
橋
六
十
郎
浅
井
満
治
上
原

春
夢
平
沢
幸
次
郎
大
畑
常
兵
衛
真
野
真
然
小
林
喜
作
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
何
レ
モ

数
罪
倶
発
二
係
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
百
条
ヲ
第
廿
ニ
ノ
事
実
ハ
治
罪
法
第
四
百

一
条
ヲ
適
用
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

依
テ
小
林
喜
作
ガ
脇
差
一
本
ヲ
鈴
木
辰
三
二
貸
与
へ
室
田
半
ニ
ガ
強
盗
ノ
道

案
内
ヲ
為
シ
前
島
格
太
郎
ガ
水
谷
九
郎
兵
衛
方
二
公
租
金
ノ
集
リ
居
ル
コ
ト

ヲ
告
知
シ
白
鞘
ノ
刀
ヲ
鈴
木
辰
三
二
貸
与
ヘ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
ハ
治
罪
法
第
四

百
一
条
二
依
リ
無
罪
ナ
リ
ト
シ
湊
省
太
郎
清
水
綱
義
消
水
高
忠
ハ
数
罪
ノ
内

一
ノ
重
キ
第
一
ノ
所
為
二
従
ヒ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
八
十
条
二
依

　
　
　
　
　
（
「
ス
可
キ
処
」
脱
か
）

リ
無
期
徒
刑
二
処
酌
減
ス
ベ
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
同
法
第
八
十
九
条
第
九
十

条
二
依
リ
各
一
等
ヲ
減
ジ
有
期
徒
刑
二
処
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

鈴
木
辰
三
宮
本
鏡
太
郎
中
野
二
郎
三
郎
鈴
木
音
高
小
山
徳
五
郎
足
立
邦
太
郎

名
倉
良
八
川
村
弥
市
藪
重
雄
小
池
勇
木
原
成
烈
ノ
十
一
名
ノ
内
鏡
太
郎
音
高

辰
三
重
雄
勇
ノ
五
名
ハ
数
罪
ノ
内
一
ノ
重
キ
第
四
ノ
所
為
二
従
ヒ
ニ
郎
三
郎

徳
五
郎
弥
市
邦
太
郎
良
八
ノ
五
名
ハ
数
罪
ノ
内
一
ノ
重
キ
第
八
其
一
ノ
所
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
七
七
）



　
　
宙
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

二
従
ヒ
成
烈
ハ
ニ
罪
ノ
内
重
キ
第
三
ノ
所
為
二
従
ヒ
共
二
刑
法
第
三
百
七
十

八
条
第
三
百
七
十
九
条
二
依
リ
有
期
徒
刑
二
処
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

山
田
八
十
太
郎
潮
湖
伊
助
村
上
佐
一
郎
浅
井
満
治
高
橋
六
十
郎
ハ
刑
法
第
三

百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
二
依
リ
有
期
徒
刑
二
処
ス
ベ
キ
処
酌
減
ス
ベ

キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
八
十
九
条
第
九
十
条
二
依
リ
六
十
郎
佐
一
郎
満

治
伊
助
ハ
各
一
等
ヲ
減
シ
重
懲
役
二
八
十
太
郎
ハ
ニ
等
ヲ
減
ジ
軽
懲
役
二
処

ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

上
原
春
夢
平
沢
幸
次
郎
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
百
十

二
条
第
百
十
三
条
二
依
リ
幸
次
郎
ハ
ニ
等
ヲ
減
シ
軽
懲
役
二
春
夢
ハ
酌
減
ス

ベ
キ
情
状
ア
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
八
十
九
条
第
九
十
条
二
依
リ
更
二
一
等
ヲ
減

ジ
刑
法
第
六
十
九
条
二
依
リ
重
禁
鋼
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
範
囲
内
二
於
テ

処
断
シ
尚
ホ
刑
法
第
三
百
八
十
四
条
二
依
リ
監
視
二
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

大
畑
常
兵
衛
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
百
十
二
条
第
百

十
三
条
第
百
九
条
二
依
リ
有
期
徒
刑
ヨ
リ
通
シ
テ
三
等
ヲ
減
シ
刑
法
第
六
十

九
条
二
依
リ
重
禁
鋼
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
断
シ
働
ホ
同

法
第
三
百
八
十
四
条
二
依
リ
監
視
二
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
項
」
脱
）

真
野
真
休
川
ハ
刑
法
第
三
百
七
十
八
条
第
三
百
七
十
九
条
第
二
第
百
九
条
二
依

リ
重
懲
役
ヨ
リ
一
等
ヲ
減
ジ
軽
懲
役
二
処
ス
ベ
キ
処
酌
減
ス
ベ
キ
情
伏
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剣
ざ
脱
）

ヲ
以
テ
刑
法
第
八
十
九
条
第
九
十
条
ニ
ヨ
リ
更
一
二
等
ヲ
減
シ
刑
法
第
十
九

条
二
依
リ
重
禁
鋼
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
断
シ
働
ホ
同
法

第
三
百
八
十
四
条
二
依
リ
監
視
二
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

小
林
喜
作
ハ
刑
法
第
三
百
九
十
九
条
二
依
リ
重
禁
鋼
一
月
以
上
三
年
以
下
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
、
ま
ま
）

金
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
断
シ
尚
ホ
同
法
第
四
百
条
二

七
八

（
七
八
）

依
リ
監
視
二
付
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

室
田
半
ニ
ハ
ニ
罪
ノ
内
一
ノ
重
キ
第
廿
ノ
所
為
二
従
ヒ
刑
法
第
三
百
九
十
九

条
二
依
リ
重
禁
鋼
一
月
以
上
三
年
以
下
罰
金
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
範
囲

　
　
　
　
　
　
（
「
ホ
」
脱
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

内
二
於
テ
処
断
シ
の
同
第
四
百
条
二
依
リ
監
視
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

右
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
付
被
告
湊
省
太
郎
消
水
綱
義
消
水
高
忠
宮
本
鏡
太
郎
鈴
木

辰
三
ヲ
各
有
期
徒
刑
十
五
年
二
中
野
二
郎
三
郎
鈴
木
音
高
ヲ
各
有
期
徒
刑
十

三
年
二
藪
重
雄
木
原
成
烈
小
山
徳
五
郎
足
立
邦
太
郎
名
倉
良
八
小
池
勇
川
村

弥
市
ヲ
各
有
期
徒
刑
十
二
年
二
村
上
佐
一
郎
高
橋
六
十
郎
浅
井
満
治
潮
湖
伊

助
ヲ
各
重
懲
役
九
年
二
山
田
八
十
太
郎
ヲ
軽
懲
役
八
年
二
平
沢
幸
次
郎
ヲ
軽

懲
役
六
年
二
処
シ
上
原
春
夢
ヲ
重
禁
鋼
四
年
二
処
シ
監
視
一
年
ヲ
付
加
シ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

畑
常
兵
衛
真
野
真
休
…
小
林
喜
作
室
田
半
次
ヲ
各
重
禁
鋼
二
年
六
ヶ
月
二
処
シ

各
罰
金
十
円
監
視
十
ヶ
月
ヲ
附
加
シ
前
島
格
太
郎
ハ
無
罪
放
免
ス
ル
モ
ノ
也

　
但
シ
鈴
木
辰
三
ハ
明
治
十
八
年
十
月
廿
日
静
岡
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
官
吏

　
抗
拒
ノ
科
二
依
リ
重
禁
鋼
四
月
罰
金
五
円
二
処
セ
ラ
レ
中
野
二
郎
三
郎
ハ

　
明
治
十
八
年
十
月
廿
五
日
同
裁
判
所
二
於
テ
私
書
偽
造
ノ
科
二
依
リ
重
禁

　
鋼
二
月
罰
金
五
円
二
処
セ
ラ
レ
山
田
八
十
太
郎
ハ
明
治
十
八
年
十
月
廿
三

　
　
（
ま
ま
）

　
日
同
区
裁
判
所
二
於
テ
私
書
偽
造
ノ
科
二
依
リ
重
禁
鋼
一
月
罰
金
五
円
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
処
セ
ラ
レ
足
立
邦
太
郎
ハ
明
治
十
八
年
十
二
月
八
日
同
裁
判
所
二
於
テ
詐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
二
」
か
）

　
欺
取
財
ノ
科
ニ
ヨ
リ
重
禁
鋼
五
月
罰
金
五
円
ヲ
処
セ
ラ
レ
浅
井
満
治
ハ
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
ノ
」
脱
か
）

　
治
十
八
年
四
月
一
日
詐
欺
取
財
及
ビ
穀
棄
器
物
科
二
依
リ
重
禁
鋼
一
月
罰

　
金
十
円
二
処
セ
ラ
レ
以
上
五
名
本
案
事
件
ハ
被
告
何
レ
モ
其
余
罪
ナ
ル
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
ス
」
脱
か
）

　
以
テ
刑
法
第
百
二
条
二
依
リ
処
分
可
キ
モ
ノ
ト
ス
尚
犯
罪
ノ
用
二
供
シ
タ

　
ル
被
告
等
ガ
所
有
二
係
ル
刀
脇
差
仕
込
杖
短
銃
針
金
麻
縄
等
ハ
刑
法
第
四



　
十
三
条
二
依
リ
没
収
シ
其
旭
ノ
押
収
物
件
ハ
治
罪
法
第
三
百
八
条
二
依
り

　
各
所
有
主
二
還
附
ス

明
治
二
十
年
七
月
十
三
日
東
京
重
罪
裁
判
所
二
於
テ

検
察
官
検
事
山
百
田
武
儀
立
会
宣
告
ス

裁
判
長
評
定
官

陪
席
評
定
官

陪
席
評
定
官

裁
判
所
書
記

裁
判
所
書
記

木
原
　
　
章
六

永
井
　
岩
之
丞

古
宇
田
　
義
鼎

内
田
　
　
正
雄

長
谷
川
己
喜
馬

右
正
本
二
依
リ
謄
写
ス
ル
者
也

　
　
明
治
二
十
年
七
月
廿
三
日

裁
判
所
書
記
　
　
内
田
　
　
正
雄
印

後
記
　
静
岡
新
報
の
閲
覧
に
御
配
慮
を
賜
つ
た
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
司
書
滝
嘉

　
三
郎
、
磯
田
秀
治
両
氏
の
御
厚
意
に
深
謝
の
意
を
表
す
。

自
由
党
静
岡
事
件
判
決
書

七
九

（
七
九
）


